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一部委託とは・・・ 

地域包括支援センターが⾏う介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務のうち、ケアプラ

ン作成に係る一連の業務を居宅介護支援事業所に委託することです。 

 

１．⼀部委託の根拠法令 

  Ｐ.３〜Ｐ.４ 参照 

 

２．⼀部委託における事務手続き 

 

 

                   （報告） 

（届出）「指定介護予防支援委託（変更）の届出書」の提出 

 

 

 

 

                   （委託契約）      （業務の提供） 

 

３．委託届出書の提出 

  一部委託する際、地域包括支援センターは「指定介護予防支援委託（変更）の届出書」を提出

する。 

  ①居宅介護支援事業所 

   最新の事業所情報を確認し、事業所名・所在地・連絡先等を記載すること。 

  ②委託業務の内容 

    ⑴アセスメント 

    ⑵介護予防サービス・支援計画書原案の作成 

    ⑶サービス担当者会議の開催 

    ⑷介護予防サービス・支援計画書の交付 

    ⑸サービスの提供 

    ⑹モニタリング 

    ⑺評価 

    ⑻給付管理（請求業務は地域包括支援センターが⾏う） 

  ③委託期間 

   契約⽇から翌年の３月３１⽇までとする。（毎年度、委託届出書の提出が必要） 

   ※契約書上に⾃動更新契約条項を設けることについては認めるものとする。 

 

地域包括支援センター 

運営協議会 

 

⼀部委託の制度概要 

 

地域包括支援センター 

⼤分市⻑寿福祉課 

居宅介護支援事業所 
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４．委託可能な居宅介護⽀援事業所 

  本市では、以下①〜③のいずれかの研修について受講、または事業所内で受講者より伝達を

受けた介護支援専門員が、介護予防支援業務の一部委託を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

５．委託料（⼤分市の基準⾦額） 

介
護
職
員

等
処
遇
改

善
加
算  

介護予防支援・ケアマネジメントＡ ケアマネジメントＢ 

１件あたり 
初回加算ま
たは委託連
携加算あり 

初回加算お
よび委託連
携加算あり 

１件あたり 
初回加算ま
たは委託連
携加算あり 

初回加算お
よび委託連
携加算あり 

加
算
な
し 

居宅介護支
援事業所 3,978円 6,678円 9,378円 3,330円 6,030円 8,730円 

地域包括支
援センター   442円   742円 1,042円   370円   670円   970円 

加
算
あ
り 

居宅介護支
援事業所 4,059円 6,822円 9,576円 3,402円 6,156円 8,910円 

地域包括支
援センター   451円   758円 1,064円   378円   684円   990円 

※高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算については、それぞれ36円（居宅

介護支援事業所）、4円（地域包括支援センター）を減じます。 
 

６．⼀部委託先との業務の流れ 

  Ｐ.５〜Ｐ.６ 参照 

 

７．⼀部委託をする際の注意点 

 ◆一部委託をする際には、特定の法⼈に偏ることなく事業所の選定を⾏うこと。 

 

 
 

 

 ◆「⼤分市指定介護予防支援等の事業の⼈員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る 

介護予防のための効果的な支援の⽅法に関する基準等を定める条例」の第１５条第４ 

号を遵守する（させる）こと。 

 

 
 

 

⼀部委託をしても、その責任主体は地域包括⽀援センターにある 

 

公正中⽴性の確保を図る 

 ①⼤分市介護支援・サービス事業従事者合同基礎研修会（平成２４年度〜２６年度）
 ②⼤分市介護予防ケアマネジメント新任者研修会（平成２７年度〜令和１年度） 
 ③⼤分市介護予防ケアマネジメント研修会（令和２年度〜） 
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（指定介護予防支援の事業の基準） 

第１１５条の２３ 

 ⑶ 第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護予

防支援事業者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、

厚⽣労働省令で定める者に委託することができる。 

（実施の委託） 

第１１５条の４７ 

 ⑹ 前項の規定により第一号介護予防支援事業の実施の委託を受けた者（地域包括支援セ

ンター）は、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事業（介護予防

ケアマネジメント）の一部を、厚⽣労働省令で定める者に委託することができる。 

 

 

 

 

（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定により指定介護予

防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 委託に当たっては、中⽴性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協

議会の議を経なければならないこと。 

⑵ 委託に当たっては、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託

する業務の範囲や業務量について配慮すること。 

⑶ 委託する指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援の業務に関する知識及び能⼒

を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。 

⑷ 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支

援専門員が、第４条(ⅰ)、この章(ⅱ)及び次章(ⅲ)の規定を遵守するよう措置させなければ

ならないこと。 

※(ⅰ)第４条・・・基本⽅針 

(ⅱ)この章・・・第３章（運営に関する基準） 

(ⅲ)次章・・・・第４章（介護予防のための効果的な支援の⽅法に関する基準） 

 ◆介護予防ケアマネジメントの業務（介護保険法第１１５条の４７）についても、上記条

例を参照し、指定介護予防支援の業務に準じて委託します。 

⼀部委託の根拠法令 

介護保険法 

 ⼤分市指定介護予防支援等の事業の⼈員及び運営並びに指定介護予防支援等 

 に係る介護予防のための効果的な支援の⽅法に関する基準等を定める条例 
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（参考）条例の全⽂は、⼤分市ホームページの「健康・福祉・医療」＞「介護・障がい 

    者・福祉」＞「介護保険」＞「事業者の⽅へ」＞「介護保険サービス等事業者の 

     ⽅へ」＞「介護保険事業等基準条例等および申請・届出関係様式一覧」で検索で 

     きます。 

 

 

 

（指定介護予防支援の委託の届出） 

第１４０条の３５  法第１１５条の２３第３項の規定により、指定介護予防支援事業者が、

指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、

次の各号に掲げる事項について市町村⻑に届け出なければならない。 

 ⑴ 指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地 

 ⑵ 委託しようとする指定介護予防支援の内容 

 ⑶ 指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間 

２  指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじ

め、その旨を市町村⻑に届け出なければならない。 

３  指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該

委託を受けた者に提供しなければならない。 

４  第１項及び第２項の規定による届出は、厚⽣労働⼤⾂が定める様式により⾏うものとす

る。 

（法第１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の委託の届出） 

第１４０条の７０ 法第１１５条の４７第６項の規定により、同条第５項の規定により法第 

１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の実施の委託を受けた者（地域包括支援セン

ター）が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、

次の各号に掲げる事項について市町村⻑に届け出なければならない。 

 ⑴ 法第１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の 

   名称及び所在地 

 ⑵ 委託しようとする法第１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の内容 

 ⑶ 法第１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の一部を委託しようとする期間 

２ 受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町 

 村⻑に届け出なければならない。 

３ 受託者は、法第１１５条の４５第１項第１号２に掲げる事業の一部を委託する上で必 

 要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 

介護保険法施⾏規則 
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※以下は一般的な業務の流れの例⽰です。業務⼿順や契約⽅式については、一部委託する地域包
括支援センターに従ってください。 

地域包括支援センターの業務内容  居宅介護支援事業所の業務内容 

※地域包括支援センターから一部委託を依

頼する場合は③から。 

 ① 担当している利⽤者が要支援認定を受けた場

合、「要支援者等連絡票」と「被保険者証の

写し」を地域包括支援センターへ送付する 

②「要支援者等連絡票」と「被保険者証の

写し」を受け取る 

② 利⽤者に居宅介護支援事業所に委託する

ことについて意向確認を⾏う 

③ 地域包括支援センターと利⽤者で契約を

締結（利⽤者居宅を居宅介護支援事業所

と同⾏訪問） 

⑤包括と居宅とで業務委託契約を締結 

 ⑥「居宅介護（介護予防）サービス計画作成依

頼（変更）届」または「介護予防ケアマネジ

メント依頼（変更）届出書」および利⽤者か

ら預かった被保険者証を⻑寿福祉課（給付担

当班）に提出する 

⑦⻑寿福祉課（地域支援担当班）および国

保連へ委託届出書等の書類提出 

 ※⻑寿福祉課（地域支援担当班）へ提出

する委託届出書は、年度当初に一覧を

提出し、年度途中で新たに委託する居

宅介護支援事業所があれば記載して提

出。 

 ⑧「主治医意⾒書」「認定調査結果」「被保険者

証」を⻑寿福祉課（認定担当班）より受け取

る 

⑨地域包括支援センター名が記載された被保険

者証を利⽤者へ返却 

 ※認定結果が出ていない場合は後⽇、市役所

より利⽤者へ送付される。 

⑩アセスメントの実施 

⑪介護予防サービス・支援計画書（原案）の作

成 

⑫介護予防サービス・支援計画書 

（原案）の確認 

 ⑬サービス担当者会議の開催 

⑭原案を利⽤者・家族に説明し、同意を得て介

護予防サービス・支援計画書を確定 

⑮介護予防サービス・支援計画書を利⽤者およ

びサービス事業所担当者へ交付 

⼀部委託における業務の流れ 
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⑯介護予防サービス・支援計画書の写しを地域

包括支援センターへ提出 

⑰サービスの提供 

⑱モニタリングの実施 

ア．サービス提供した月から少なくとも１か

月に１回は聴取し、その結果を記録する 

イ．３か月に１回およびサービスの評価期間

が終了する月等は、利⽤者の居宅を訪問し

て利⽤者に⾯接を⾏い、その結果を記録す

る 

※テレビ電話装置等を活⽤する場合は介護予

防支援業務マニュアルを参照 

⇒⾒直しの必要があれば⑩に戻る 

⑲「介護予防支援（介護予防ケアマネジメン

ト）に係る請求対象者一覧表」を作成し、給

付実績が分かる書類とともに地域包括支援セ

ンタ―へ提出 

⑳介護報酬の請求 

 

 ㉑評価の実施および評価表の作成 

※介護予防サービス・支援計画書に位置付け

た期間が終了する時や、利⽤者の状態が変

化し、プランの⾒直しが必要な時は、目標

達成状況について評価を⾏う 

㉒アセスメントの実施 

㉓介護予防サービス・支援計画書（変更原案）

を作成 

㉔評価表および介護予防サービス・支援計

画書（変更原案）の確認 

 ⑬へ戻る 
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＜よくある質問＞ 

◆初回加算について 

Ｑ１．委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合（地域包括支援センターの変更なし）

は初回加算を算定できるか︖ 

 Ａ．委託している居宅介護支援事業所が変更になっても、委託元の地域包括支援センターは初

めてその利⽤者を担当するわけではないので、初回加算を算定することはできない。 

 

Ｑ２．要介護から要支援になった利⽤者を、要介護の時から担当していた居宅介護支援事業所に

そのまま委託して担当してもらうことになった。初回加算を算定できるか︖ 

 Ａ．初回加算を算定することができる。なお、要支援から要介護になった場合も同様である。 

 

Ｑ３．契約関係のみ存在していた利⽤者の給付管理を初めて⾏う場合は初回加算を算定できる

か︖ 

 Ａ．初回加算を算定することができる。なお、過去２月以上給付管理を⾏っていない場合にお

いても算定可能である。 

 

◆委託連携加算について 

Ｑ１．一部委託先の居宅介護支援事業所が変更になる場合、委託連携加算を算定できるか︖ 

 A．委託連携加算を算定することができる。 

 

Ｑ２．委託元の地域包括支援センターが変更になる場合、委託連携加算を算定できるか︖ 

 A．委託連携加算を算定することができる。 
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◆委託契約について 

Ｑ４．利⽤者が転居する場合は、どのような対応をしなければならないか︖ 

 Ａ．委託元の地域包括支援センターに変更が⽣じる可能性があるため、居宅介護支援事業所は

速やかに現在の委託元の地域包括支援センターへ連絡する。 

 

Ｑ５．委託を受けている利⽤者を他の居宅介護支援事業所へ引き継ぐことになった場合、地域包

括支援センターへの連絡はいつすればよいか︖ 

 Ａ．地域包括支援センターと引き継ぎ先の居宅介護支援事業所で委託契約が必要（利⽤者を含

めて契約が必要な場合もあり）なため、居宅介護支援事業所は事前に必ず地域包括支援セ

ンターへ連絡する。 
 

 


